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平成２０年中小企業実態基本調査の概要

１．調査の目的

近年、企業活動のグローバル化、雇用形態の多様化、ＩＴ技術を活用した情報化の進展、消

費者のライフスタイルの多様化など、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化してきている。

こうした環境変化の中、中小企業の育成及び発展に資する施策を企画・立案する上でも、中

小企業全般に共通する事項について、経年変化を追い、業種別・企業規模別に、それぞれの特

色、経営上の強み・弱みを初めとする幅広い事項を明らかにしていくことの重要性が従来以上

に増してきている。

中小企業庁は、中小企業基本法第１０条の規定（定期的に、中小企業の実態を明らかにする

ため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。）に基づき、上記のような中小

企業を巡る経営環境の変化を踏まえ、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投

資動向等を把握するため、平成１６年度から「中小企業実態基本調査」を統計報告調整法に基

づく承認統計調査として毎年実施することとしている。

本調査の実施により、中小企業全般の経営等の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・立

案のための基礎資料を提供するとともに、中小企業関連統計の基本情報を提供するためのデー

タ収集を行う。

２．調査の範囲

本調査は、日本標準産業分類（平成１４年総務省告示第１３９号）に掲げる大分類Ｅ－建設

業、Ｆ－製造業、Ｈ－情報通信業、Ｉ－運輸業、Ｊ－卸売・小売業、Ｌ－不動産業、Ｍ－飲食

店，宿泊業及びＱ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、別表に掲げる業種及び規模

に属する企業（個人企業を含む。以下同じ。）から選定した企業について調査した。

※ 業種の範囲及び企業規模（資本金又は従業者）の範囲については、別表を参照。

３．調査の期日（調査時点）及び調査期間

本調査は、平成２０年８月１日で実施した。

平成１９年度決算に基づく実績について報告をお願いした。

４．調査事項

本調査の調査事項は、以下のとおり。

（１）企業の概要（名称及び所在地など）と従業者数、（２）海外展開の状況

（３）売上高及び営業費用、（４）資産及び負債・純資産、（５）設備投資

（６）リースの利用、（７）研究開発の状況、（８）売上高の内訳

（９）商品（製品）の仕入先・販売先、（１０）工事の受注（建設業）

（１１）受託の状況（建設業を除く）、（１２）委託の状況、（１３）取引金融機関

（１４）チェーン組織への加盟の状況、（１５）電子商取引の実施状況
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※（２）と（７）は、平成２０年調査から実施した調査事項である。

５．調査方法

本調査は、中小企業庁から調査対象企業へ調査票を郵送で配布し、申告者（調査対象企業）

が、自ら調査票に記入し返送する方法で実施した。

本調査は、調査の標本設計、調査名簿作成、調査の実施、審査・集計及び報告書作成等のす

べてを包括的に民間に委託して実施した。

６．標本設計及び抽出方法

（１）標本数

① 本調査は、平成１８年事業所・企業統計調査（総務省実施）（確報）結果を母集団と

して標本設計及び標本抽出を行った。

② 平成１７年～１９年度に中小企業庁が実施した平成１７年～１９年中小企業実態基

本調査の「売上高」を基に、目標精度（標準誤差率）を業種分類（産業大分類）・従業

者規模区分ごとに概ね８％として標本数を算出した。

業種分類 ： 建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、不動産業、

飲食店・宿泊業、サービス業の９分類

従業者規模区分 ： 法人企業（常用雇用者数５人以下、６～２０人、２１～５０

人、５１人以上の４区分）、個人企業

③ 産業中分類別集計表の精度を確保するため、産業中分類の目標精度を概ね１５％と

し、あわせて、産業中分類・従業者規模区分の標本数が少なくとも２０以上となるよう

標本数を算出した。なお、平成１７年～１９年調査において産業中分類・従業者規模区

分ごとの「売上高」の合計に占める割合が２０％以上の標本については、別途層を設け、

全数を継続標本（抽出率＝１）とした。

④ 産業中分類別及び都道府県別の集計が可能となるように、業種分類・従業者規模区分

の各層の標本数は、母集団の各層ごとの産業中分類別・都道府県別構成比に基づいて、

産業中分類別・都道府県別の標本数を割り振った。

（２）二重抽出

① 本調査では、記入者負担軽減の観点から、二重抽出の考え方を採用し、調査票甲（基

本票）、調査票乙（詳細票）の２種類の調査票を使用した。

② 始めに上記（１）により全体の標本数を算出し、次に業種分類・従業者規模区分の目

標精度１０％で調査票乙の標本数を算出した。

③ 調査票甲の標本数は、上記（１）で求めた全体の標本数から、調査票乙の標本数を差

し引いた標本の数。

④ 調査票乙の標本抽出は、層ごとに抽出された全体の標本（調査対象企業）の中から無

作為抽出を行った。

⑤ 二重抽出の採用により、調査項目数の多い調査票乙の調査対象企業を必要最小限とし

た。

（３）標準誤差率
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標準誤差率は、次の式による。

標準誤差２ ＝ ｛ 標準偏差２ ／ 抽出数 ｝

× ｛ （母集団数－抽出数） ／ （母集団数－１） ｝

標準誤差率 ＝ 標準誤差 ／ 平均

標準偏差 ： 平成１７～１９年調査の各年の売上高の平均偏差の標準偏差

平均 ： 平成１７～１９年調査の各年の売上高の平均

７．推計方法

推定は、調査結果を基に産業中分類・従業者規模区分の層ごとに以下により行った。

（１）調査結果に基づく抽出率の設定

① 母集団数は、抽出時の母集団数による。

② 有効回答数及び有効調査票数

有効回答数 ＝ 有効調査票 ＋ その他の有効回答数

有効調査票数 ＝ 集計企業数

その他の有効回答 ＝ 廃業、休業又は対象外等

その他の有効回答は、推計・集計から除外した。

③ 各層（事前の層）の抽出率の計算

各層の抽出率 ＝ 当該層の有効調査票数 ／ 当該層の母集団数

（２）個票の拡大推計（事前の層）

個票の拡大推計は、各個票（有効調査票）の標本抽出時の層による。

したがって、調査の結果、産業中分類又は従業者規模区分が移動した場合でも、標本抽出

時の産業中分類・従業者規模区分（事前の層）で拡大推計を行った。

各個票の拡大推計値 ＝ １ ／ 当該層の抽出率 × 当該層の個票データ

（３）個票の比推計（事前の層）

調査票乙（詳細票）の調査項目で、調査票甲（基本票）で調査していない調査項目の推

計値は、調査票乙の調査結果（集計結果）を基に、調査票甲の個票単位に推計した。

例えば、調査票甲の商品仕入原価の推計では、調査票乙と調査票甲の共通の調査項目で

あり、商品仕入原価と関連性の高い売上原価（商品仕入原価の上位項目）を用いて、以下

により推計した。

甲の商品仕入原価 ＝ 乙の商品仕入原価 ／ 乙の売上原価 × 甲の売上原価

（４）推計値の集計（事後の層）

推計結果の集計は、上記（２）、（３）の推計値を基に以下の区分により行い、その結果

を本報告書に掲載した。

① 産業別・従業者規模別 ② 産業中分類別

③ 産業別・資本金階級別 ④ 産業別・売上高階級別

⑤ 産業別・設立年別 ⑥ 都道府県別（1 企業当たり平均値）

（５）平成２０年母集団数による推定

① 標本平均（１企業当たり）の算出（事後の層）
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当該層の標本平均 ＝ 当該層の推定値 ／ 当該層の拡大企業数

② 開廃業率の算出

平成１６年事業所・企業統計及び１８年事業所・企業統計(確報)を基に中小企業の開廃

業率を算出した。

③ 平成２０年母集団数の算出

平成１８年事業所・企業統計(確報)を基に算出した平成１８年母集団数に、上記②の

開廃業率を基に平成２０年母集団数を算出した。

④ 新推定値の算出

当該層の新推定値 ＝ 当該層の平成２０年母集団数 × 当該層の標本平均

８．調査結果の概要
（１）調査の回答状況

① 従業者規模別の回答状況

従業者規模 標本数 回答数
回答率（％）

有効回答数
有効回答率（％）

合計 115,936 61,521 53.1 57,598 49.7

法人企業 94,197 50,740 53.9 47,396 50.3

５人以下 46,088 23,392 50.8 21,488 46.6

６～２０人 27,384 14,961 54.6 14,142 51.6

２１～５０人 11,335 6,771 59.7 6,469 57.1

５１人以上 9,390 5,616 59.8 5,297 56.4

個人企業 21,739 10,781 49.6 10,202 46.9

② 産業分類別の回答状況

産業 標本数 回答数
回答率（％）

有効回答数
有効回答率（％）

合計 115,936 61,521 53.1 57,598 49.7

建設業 3,042 1,503 49.4 1,429 47.0

製造業 16,078 8,863 55.1 8,382 52.1

情報通信業 9,682 5,384 55.6 5,112 52.8

運輸業 20,890 11,192 53.6 10,486 50.2

卸売業 13,828 8,480 61.3 8,031 58.1

小売業 6,926 3,604 52.0 3,362 48.5

不動産業 10,911 5,286 48.4 4,807 44.1

飲食店・宿泊業 3,569 1,423 39.9 1,307 36.6

サービス業 31,010 15,786 50.9 14,682 47.3

（注）有効回答数には休業、廃業及び対象外等の回答を含む。

（２）調査結果の評価
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① 評価方法

調査結果の評価は、売上高の達成精度（標準誤差率）を基に行った。

なお、売上高の標準誤差率は、次の式により算出した。

標準誤差２ ＝ ｛ 標準偏差２ ／ 抽出数 ｝

× ｛ （母集団数－抽出数） ／ （母集団数－１） ｝

標準誤差率 ＝ 標準誤差 ／ 平均

標準偏差 ： 売上高の標準偏差

平均 ： 売上高の平均

② 達成精度（標準誤差率）

売上高
産業

平均（千円） 標準偏差 標準誤差率

建設業 844,689 2,269,222 0.0714

製造業 653,650 2,690,182 0.0449

情報通信業 281,109 861,044 0.0401

運輸業 356,408 1,860,283 0.0474

卸売業 1,182,825 5,717,347 0.0531

小売業 560,578 1,936,965 0.0598

不動産業 473,242 2,299,276 0.0700

飲食店・宿泊業 205,695 556,962 0.0754

サービス業 347,472 3,471,970 0.0822

９．集計及び結果の公表
（１）速報

本調査の主要な調査事項について、平成２１年３月に「平成２０年中小企業実態基本調

査速報」としてホームページ上で公表。

（２）調査報告書（確報）

本調査のすべての調査事項について、「平成２０年中小企業実態基本調査報告書」とし

て公表。

（３）ホームページ

本資料を含む本調査に関する情報は、中小企業庁ホームページに掲載している。

ＵＲＬ ： http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/index.htm
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別表
調 査 の 範 囲

１ 業種の範囲

業 種 業 種 の 範 囲

建設業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ－建設業

製造業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｆ－製造業

情報通信業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｈ－情報通信業

運輸業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｉ－運輸業のうち、
中分類４３道路旅客運送業、

４４道路貨物運送業、
４５水運業、
４７倉庫業、
４８運輸に附帯するサービス業

卸売・小売業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｊ－卸売・小売業

不動産業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｌ－不動産業

飲食店・宿泊業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｍ－飲食店，宿泊業

サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｑ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、
中分類８０専門サービス業（他に分類されないもの）、

８２洗濯・理容・美容・浴場業、
８３その他の生活関連サービス業、
８４娯楽業、
８５廃棄物処理業、
８６自動車整備業、
８７機械等修理業（別掲を除く）、
８８物品賃貸業、
８９広告業、
９０その他の事業サービス業

２ 企業規模の範囲

業 種 企 業 規 模 の 範 囲

建設業 資本金３億円以下又は従業者３００人以下

製造業 資本金３億円以下又は従業者３００人以下

情報通信業 中分類３７通信業 ：資本金３億円以下又は従業者３００人以下
中分類４０インターネット付随サービス業

：資本金３億円以下又は従業者３００人以下
小分類４１３新聞業 ：資本金３億円以下又は従業者３００人以下
小分類４１４出版業 ：資本金３億円以下又は従業者３００人以下
上記以外 ：資本金５千万円以下又は従業者１００人以下

運輸業 資本金３億円以下又は従業者３００人以下

卸売・小売業 中分類４９～５４の卸売業 ：資本金１億円以下又は従業者１００人以下
中分類５５～６０の小売業 ：資本金５千万円以下又は従業者５０人以下

不動産業 小分類６９３駐車場業 ：資本金５千万円以下又は従業者１００人以下
上記以外 ：資本金３億円以下又は従業者３００人以下

飲食店・宿泊業 中分類７２宿泊業 ：資本金５千万円以下又は従業者１００人以下
上記以外 ：資本金５千万円以下又は従業者５０人以下

サービス業 小分類８３１旅行業 ：資本金３億円以下又は従業者３００人以下
上記以外 ：資本金５千万円以下又は従業者１００人以下
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利用上の注意

１．平成２０年中小企業実態基本調査の結果について

平成２０年中小企業実態基本調査は、調査の概要にあるとおり、平成１８年１０月に実施

された平成１８年事業所・企業統計調査結果を基に、前述の「調査の範囲」の調査業種及び

企業規模に該当する法人企業及び個人企業を母集団として、その内の約１１万社を対象（標

本）に標本調査を実施した。

また、今回実施した平成２０年中小企業実態基本調査では、母集団である事業所・企業統

計調査の情報から、平成１８年事業所・企業統計調査実施後に新規開業した企業を把握する

ことができないため、母集団企業数（調査範囲の中小企業数）については、平成１８年事業

所・企業統計調査(確報)をもとに、平成１６年事業所・企業統計調査から平成１８年事業所・

企業統計調査(確報)での産業中分類・従業者規模別の開業、廃業、規模移動を考慮して、平

成２０年８月時点として想定した推計結果である。

２．企業の産業分類の決定方法

本調査の産業分類は、日本標準産業分類に基づいている。

ただし、産業大分類Ｊ－卸売・小売業は、卸売業と小売業に分けて調査及び集計を行った。

個々の企業の産業は、産業小分類の売上高（割合）を基に格付けした。

３．集計の方法

本調査は、個々の個票を拡大推計して得られた拡大推計値（個票）を基に集計している。

推計方法の詳細は、前掲の「平成２０年中小企業実態基本調査の概要」を参照。

各統計表の「計」欄は、内訳の項目と同様に、拡大推計値（個票）から集計しているため、

四捨五入の影響から内訳と計が一致しない場合がある。

４．記号及び注記

統計表中の記号は、以下のとおりである。

・ 実績（該当する企業）がない場合は、「－」を表記した。

・ 実績はあるが単位未満の場合は、「０」を表記した。

・ 調査していない項目は、「…」を表記した。

・ 産業中分類表において、標本数（回答企業）が少ないために表章できない分類は、「…」

を表記した。

単位未満を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある。

５．統計表について

「３．売上高及び営業費用」及び「８．売上高の内訳」については、消費税を含んだ値と

なっている。
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また、地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により次のとおり区分している。

北海道 北海道

東 北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関 東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県、静岡県

中 部 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県

近 畿 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中 国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九 州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

沖縄県 沖縄県

６．転載する場合について

この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、中小企業庁「平成２０年中小企業実

態基本調査報告書」による旨を記載してください。

７．本調査についての問い合わせ先

中小企業庁事業環境部企画課調査室

〒100-8912 東京都千代田区霞が関１－３－１

℡０３―３５０１－１５１１（代表） 内線５２４１

℡０３－３５０１－１７６４（直通）
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